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４年連続「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）」に認定 
 

 

 太平洋セメント株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：田浦良文）は、経済産

業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法

人 2026（大規模法人部門）」の認定を受けました。今回の認定により４年連続の認定とな

りました。 

 
 健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康

増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を

顕彰する制度です。 

 

 当社では人的資本経営の一環として、毎年度「健康経営活動計画」を作成しています。2025

年度は「ウォーキングイベント」を重点項目として健康保険組合と共同で年２回実施するな

ど、健康保持・増進に関するさまざまな施策を実行してきました。併せて、取り組み体制や情

報開示の強化とともに、活動の効果を検証して改善を図りました。 

 

全ての従業員が仕事と家庭を両立しながら長く働き続けることができるよう、今後も健康保

険組合をはじめとした関連組織と連携して、人的資本経営を推進してまいります。 

 

＊太平洋セメントグループの健康経営の推進については以下もご参照ください 

 https://www.taiheiyo-cement.co.jp/csr/human_rights_fr.html#section13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

太平洋セメント株式会社 総務部広報グループ 

TEL．03-5801-0364 FAX．03-5801-0365 

e-mail．ccg-com@taiheiyo-cement.co.jp 

https://www.taiheiyo-cement.co.jp/csr/human_rights_fr.html#section13
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